
   

 

平成３０年５月２９日  

中 部 地 方 整 備 局  

 

 

 

 

 

 

 

本年３月２０日、東海旅客鉄道株式会社から中央新幹線（品川・名古屋間）の

大深度地下使用認可申請がなされましたので、大深度地下の公共的使用に関する

特別措置法（平成 12 年法律第８７号）に基づき、第７回中部圏大深度地下使用

協議会幹事会を開催し、東海旅客鉄道株式会社から申請内容について説明がなさ

れます。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布先：中部地方整備局記者クラブ、三重県政記者クラブ、三重県政第二記者ク

ラブ 

 

 

 

 

  

 

〔問合せ先〕 

中部地方整備局 建政部 計画管理課 課  長  牧野 勉 

                   課長補佐  間瀬 堅 

                   TEL ０５２－９５３－８５７１ 

 

・ 日 時  平成３０年５月３１日（木）１３時３０分から１５時００分まで 

・ 会 場  桜華会館４階・松の間（名古屋市中区三の丸一丁目 7 番 2 号） 

・ 構成員  別紙 1 のとおり 

・ 議 題  別紙 2 のとおり 

・ その他  当日は受付にて、名刺を承ります。 

・ 取材等 ※幹事会の取材は、冒頭の挨拶まで（頭撮り）とさせていた 

だきます。 

※幹事会終了後に会場において資料配布を行い、事務局より 

記者ブリーフィングを行います。 

※なお、会場の都合上、一般の方は傍聴できません。 

 

中部圏大深度地下使用協議会幹事会を開催します 

～中部圏の大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るため～ 



（別紙 1） 

 

 

  幹 事 

      総務省消防庁特殊災害室長 

       文部科学省文化庁文化財部記念物課長 

       厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長 

       国土交通省都市局都市政策課長 

       環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室長 

       中部管区警察局総務監察・広域調整部長 

       東海防衛支局次長 

       東海総合通信局情報通信部長 

       東海財務局管財部長 

       東海農政局農村振興部長 

       中部経済産業局地域経済部長 

       中部経済産業局資源エネルギー環境部長 

       中部地方整備局企画部長 

       中部地方整備局建政部長（代表幹事） 

       中部地方整備局河川部長 

       中部地方整備局道路部長 

       中部運輸局交通政策部長 

       中部運輸局鉄道部長 

       愛知県建設部長 

       愛知県教育委員会教育長 

       三重県地域連携部長 

       三重県教育委員会教育長 

 

  オブザーバー 

      名古屋市住宅都市局長 

      名古屋市教育委員会教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙2） 

 

  

第７回中部圏大深度地下使用協議会幹事会 

 

 

                         日時：平成３０年５月３１日（木） 

                          日時：13：30 ～ 15：０0 

                          場所：桜華会館４階・松の間 

 

 

議 事 次 第（案） 

 

 １．開会 

 

 ２．出席者紹介 

 

 ３．議題 

 

 （１）使用の認可に関する処分の手続きについて 

（２）中央新幹線（品川・名古屋間）の使用認可の申請について 

（３）その他 

 

 ４．閉会 



参考資料 

１．「大深度地下」とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の対象地域（中部圏） 

 

 

飛島村 



３．「大深度地下使用協議会」に関する参照条文 

 

○ 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法（平成十二年法律第八十七号）（抄） 

 

（大深度地下使用協議会） 

第七条 公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要

な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び関係都道府

県（以下この条において「国の行政機関等」という。）により、大深度地下使用協議会（以下「協議

会」という。）を組織する。 

２ 前項の協議を行うための会議（第五項において「会議」という。）は、国の行政機関等の長又はそ

の指名する職員をもって構成する。 

３ 協議会は、必要があると認めるときは、関係市町村及び事業者に対し、資料の提供、意見の開陳、

説明その他の必要な協力を求めることができる。 

４ 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を

依頼することができる。 

５ 会議において協議が調った事項については、国の行政機関等は、その協議の結果を尊重しなければ

ならない。 

６ 協議会の庶務は、国土交通省において処理する。 

７ 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

 （関係行政機関の意見の聴取等） 

第十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、

第十四条第五項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第

二項第八号の事業の用に供する者又は申請に係る事業の施行について関係のある行政機関の意見を

求めなければならない。ただし、同号の事業の用に供する者については、その者を確知することがで

きないときその他その意見を求めることができないときは、この限りでない。 

２ 申請に係る事業の施行について関係のある行政機関は、使用の認可に関する処分について、国土交

通大臣又は都道府県知事に対して意見を述べることができる。 

 

 

○ 大深度地下の公共的使用に関する基本方針（平成13年４月３日閣議決定）（抄） 

 

Ⅱ 大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項 

１ 大深度地下空間の利用調整 

（１） （略） 

（２）大深度地下使用協議会の活用等 

①事業構想段階からの調整 

大深度地下の使用に当たっては、長期的・広域的視点に立った計画的かつ効率的な利用に努

める必要がある。 

このため、事業者は、事業を実施する場合には、構想段階等の早い段階から、他の事業者と

の間で、事業区域の位置、事業の共同化等について、適切な調整を行うこと等により、施設の

特性に応じた適切な配置、共同化等の効率的な空間利用を図り、適正かつ計画的な利用を確保

することが必要である。 

大深度地下使用協議会については、定期的に開催することにより、大深度地下利用に関する

情報収集の充実を図るとともに、必要に応じて事業者、関係市町村等に対する協議会への出席、

資料提供、説明等必要な協力を求める等、早い段階から個別事業に関する情報交換、個別事業

間の調整を行うこととする。 

事業を所管する行政機関は、事業者から、将来の大深度地下利用に関する構想・計画を調査

し、大深度地下使用協議会等を活用してとりまとめ・公表する等、必要な情報収集・公開に努

めるものとする。 

また、大深度地下使用協議会においては、関係事業者及び学識経験者の意見を十分に聴く等、

適切な運用が行われるよう努めることとするとともに、広く一般への公開に努めるものとする。 

なお、大深度地下使用協議会の運営に関する事務については、国土交通省地方整備局が担当

することとする。 



②事業が具体化した時点の個別の調整 

事業が具体化した時点においては、事業の概ねの実施予定位置を踏まえ、近接又は同一の事

業区域で事業を施行し、又は施行しようとする他の事業者との間で、施設の適切な配置や共同

化等の効率的な空間利用を図る必要がある。 

法第12条に基づく事業間調整の手続により、他の事業者から事業施設の共同化の検討、事業

区域の調整の申出があった場合には、事業者は調整に努めねばならない。 

調整に当たっては、客観性を高める等の観点から、大深度地下使用協議会を積極的に活用し

て調整を行い、調整を経た上で、事業者は法第14条に基づく認可申請を行うこととする。 

２ （略） 
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